
第１章 計画の基本的な考え方  

 

 

第１ 計画策定の趣旨  

犯罪の被害に遭わずに安全で安心して暮らすためには、県民一人ひとりが自ら

の防犯意識を高めるとともに、人と人との絆を大切にして互いに支え合い、守り

あうことのできる地域社会を築くことが大切です。 

このような地域社会を築くために、県民の皆さんと事業者、地域で活動する団

体、行政が力を合わせて犯罪のない安全安心まちづくり１を進めることを基本と

して、県では「高知県犯罪のない安全安心まちづくり条例」（平成 19 年 3 月 23

日条例第９号、以下「条例」といいます。）を制定し、平成 19 年 4 月 1 日に施

行しました。  

高知県犯罪のない安全安心まちづくり推進計画（以下「計画」といいます。）

は、条例第 12 条に基づき、犯罪のない安全で安心なまちづくりに関する取り組

みを総合的かつ計画的に進めるための県の行動計画です。 

 県 は 、 こ の 計 画 に お い て 、 条 例 に 規 定 さ れ た 事 項 に つ い て 具 体 的 な 取

り 組 み を 定 め 、 知 事 部 局 、 教 育 委 員 会 、 警 察 が 連 携 し て こ れ を 実 施 し て

い く こ と に よ り 、 県 民 、 事 業 者 、 地 域 の 活 動 団 体 に よ る 自 主 的 な 取 り 組

み や 、 犯 罪 の 防 止 に 配 慮 し た 生 活 環 境 の 整 備 を 促 進 し て い き ま す 。 

 

 

第２ 県民の意見の反映等  
 この計画は、条例の制定にあたり、条例に盛り込むべき事項や今後、行うべき 

事項を提言していただいた「高知県安全安心まちづくり検討会」の意見などを踏

まえて策定しました。 

あわせてパブリック・コメントを実施し、広く県民の意見をお聴きしました。 

 

 

第３ 計画の期間  

 計画期間は、平成１９年度から平成２３年度までの５年間とします。 

 た だ し 、 計 画 期 間 内 で も 、 新 た に 計 画 に 盛 り 込 む べ き 事 項 が 生 じ た 場

合 は 、 必 要 に 応 じ て 計 画 を 見 直 し ま す 。  

 

 

第４ 指標の設定と進行管理  

 計画期間における取り組みの到達点を数値目標として明らかにした「指標」を 

設定し取り組みの効果を測定するとともに適切な評価・検証につなげていきます。 

また、取り組みを進めるうえで、状況の経年変化を確認していく「状況確認指 

標」を設定します。 

計画に基づく取り組みの実施状況、指標及び状況確認指標の状況は、毎年度取 

りまとめて公表します。 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
１  犯罪のない安全安心まちづくり･･ 

(1) 地域社会における県民、事業者及び地域活動団体による犯罪の防止のための自主的な活動、

及び 

(2) 県、市町村及び県民等（県民、事業者及び地域活動団体）による犯罪の防止に配慮した生活

環境の整備（啓発、情報の提供等を含みます。） 

をいいます。（条例第２条） 
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第２章 計画の目標と基本的な方向  

第１ 基本目標 
   県民、事業者及び地域活動団体２の行う自主的な防犯活動を促進するとと

もに、犯罪の防止に配慮した地域の生活環境の整備を推進することにより、

県民や本県を訪れる人すべてが犯罪の被害に遭わずに安全で安心して暮らせ

る地域社会を実現することを基本目標とします。 

第２ 計画の基本的な方向  

   推進計画の目標を達成するため、以下の４つの【重点目標】に基づいた【基

本的方策】に沿って、犯罪のない安全安心まちづくりを推進します。 

第３ 計画の取り組み体系  
【基本目標】   【重点目標】        【基本的方策】 

 

 

 

- 2 -

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
２  地域活動団体･･自治会、老人クラブなどの高齢者団体、婦人会などの女性団体その他の地域

的な共同活動を行う団体をいいます。 

１ 県民の防犯意識

を高め、県民、事

業者、地域活動団

体による自主的な

活動を促進する 
(2)県民、事業者、地域活動団体による

自主的な活動を促進する 

２ 県民、事業者、

地域活動団体、行

政の連携を進める

(1)県 民 運 動 と し て 取 り 組 む た め の

仕 組 み を つ く る  

(2)日常の生活の場におけるネットワー

クをつくる 

３ 高齢者、障害者、

女性、子どもの安

全を確保する 

(1)学校等における児童等の安全を確保

する

(2)通学路等における児童等の安全を確

保する

(3)子どもの安全を確保する 

(4)高齢者、障害者、女性の安全を確保

す

(5)観光旅行者等の安全を確保する 

４ 犯罪の防止に配

慮した生活環境の

整備を促進する 

(1)犯罪の防止に配慮した道路、公園、

駐車場及び駐輪場を普及する 

(2)犯罪の防止に配慮した住宅を普及す

る

県民や本県 

を訪れる人 

すべてが犯 

罪の被害に 

遭わずに安 

全で安心し 

て暮らせる 

地域社会を 

実現する 

(3)犯 罪 の 防 止 に 配 慮 し た 店 舗 等 を

普 及 す る

(1)県民一人ひとりの防犯意識を高める


